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会  議  要  録 

 

名 称 令和３年度第２回西予市地域密着型サービス運営委員会 

事 務 局 

福祉事務所長寿介護課 

電 話 0894-62-6406 

ＦＡＸ 0894-62-6543 

開 催 日 時 令和４年２月 18 日(金) 

開 催 場 所 書面開催 

出席者 

委 員 13 名 

その他  

事務局 ４名 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書面通知（2/10） 回答書提出期限（2/18） 

 

西予市指定地域密着型サービス事業所の現運営法人の廃止

及び後任運営法人の新規指定について 

 運営法人の撤退、または事業廃止に伴う法人の廃止及び

後任運営法人の新規指定について審議いただきたい。 

 

① デイサービスセンターだんだん三瓶 

 現運営法人の「日本ケアシステム株式会社」を令和４年

２月 28日付で廃止、後任運営法人の「株式会社 Global work」

を令和４年３月１日付で新規指定することについて回答書

の提出を求める。 

（遵守すべき各種基準を満たし適正な運営がなされている

ことを確認の旨書面解説） 



委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

疑義・意見等特になし 

同意（全員承認の回答書提出にて廃止及び新規指定を認め

ることに同意） 

 

② グループホーム明浜館 

 現運営法人の「株式会社たかちほ」を令和４年３月 31 日

付で廃止、後任運営法人の「株式会社百笑一輝」を令和４

年４月１日付で新規指定することについて回答書の提出を

求める。 

（グループホームについては、これまでの新規指定及び

指定更新において、西予市民のサービス利用に寄与するこ

とになるため「入居者について、原則として西予市に住所

地（住民票）を１年以上有する者に限る」との条件を付し

ていることについても書面解説） 

（遵守すべき各種基準を満たし適正な運営がなされている

ことを確認の旨書面解説） 

 

疑義・意見等特になし 

同意（全員承認の回答書提出にて廃止及び新規指定を認め

ることに同意） 

 

 

西予市指定地域密着型サービス事業所の指定更新について 

 

③ うっかり長屋きなはいやの指定更新について 

令和４年３月 23 日に指定の有効期間満了を迎える当事

業所の指定更新について回答書の提出を求める。 

（グループホームについては、これまでの新規指定及び

指定更新において、西予市民のサービス利用に寄与するこ

とになるため「入居者について、原則として西予市に住所

地（住民票）を１年以上有する者に限る」との条件を付し

ていることについても書面解説） 

（遵守すべき各種基準を満たし適正な運営がなされている

ことを確認の旨書面解説） 

 

疑義・意見等特になし 

同意（全員承認の回答書提出にて指定更新を認めることに

同意） 

 



事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

④ デイサービスねぶの花の指定更新について 

令和４年３月 31 日に指定の有効期間満了を迎える当事

業所の指定更新について回答書の提出を求める。 

（遵守すべき各種基準を満たし適正な運営がなされている

ことを確認の旨書面解説） 

 

疑義・意見等特になし 

同意（全員承認の回答書提出にて指定更新を認めることに

同意） 

 

⑤ 認知症対応型通所介護かえでの指定更新について 

令和４年３月 31 日に指定の有効期間満了を迎える当事

業所の指定更新について回答書の提出を求める。 

（遵守すべき各種基準を満たし適正な運営がなされている

ことを確認の旨書面解説） 

 

疑義・意見等特になし 

同意（全員承認の回答書提出にて指定更新を認めることに

同意） 

 


